




































































 

 

一般廃棄物処理基本計画(ごみ・生活排水・災害廃棄物)の中間改定について 

 

１ 一般廃棄物処理基本計画について 

・ 廃棄物の適正処理のため廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定に

より、区域から発生する一般廃棄物の処理に関する計画の策定が義務付けられてい

るもので、当市においては、平成 18年度に計画を策定し、中長期の廃棄物処理行政

の方向性について定めている。 

・ 現行計画の計画期間は、平成 27年度を初年度とした 10年間とし、平成 36年度（令

和 6年度）を計画の目標年度としている。 

 

２ 中間改定について 

・ 中間目標年度を本年度（令和元年度）として、概ね 5 年を経過した後に計画を見直

すこととしている。 

・ 当市の最上位計画である「上越市第 6次総合計画」の後期基本計画が平成 30年度に

策定された。また、新クリーンセンターの稼働に伴い、平成 30年 4月に家庭ごみの

分別の一部を変更したことや、近年の豪雨災害の発生状況から災害ごみの取扱いの

整理が必要となっている。 

・ このように、現行計画の前提となる諸条件に変化があったことから中間目標年度で

ある、本年度（令和元年度）に中間改定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 内 協 議 資 料  
令和元年 6 月 17 日 
生活環境課衛生環境係 

 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●上旬
第1回環境政策
審議会へ改定
の説明

●上旬
第2回環境政策
審議会への諮
問

●上旬
環境政策審議
会からの答申

●中旬
処理計画確定

●中旬
計画の告示
計画の配布

計画原案の作成 計画案の修正 ﾊﾟﾌﾞｺﾒ実施 計画案の修正

○改定のスケジュール 

令 和 元 年 8 月 5 日 

第 1 回環境政策審議会資料 

生 活 環 境 課 

 

  

平成 27年度 令和元年度 

中間改定 

令和６年度 令和２年度 

（5年間） （5年間） 
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